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村のデキゴト
Village News

草
加
宿
場
ま
つ
り

昭
和
村
消
防
団

秋
季
検
閲
式

10 

月 

16
日
、
昭
和
小
学

校
校
庭
に
て
昭
和
村
消
防
団

秋
季
検
閲
式
が
行
わ
れ
ま
し

た
。団

員
は
、
服
装
や
車
両
の

通
常
点
検
を
受
け
た
あ
と
、

中
隊
訓
練
、
分
列
行
進
を
行

い
ま
し
た
。

ま
た
、
検
閲
に
先
立
ち
表

彰
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
受
賞

者
は
次
の
と
お
り
で
す
。

︻
団
長
表
彰
︼

◎
優
良
消
防
団
員
表
彰

（
消
防
操
法
出
場
団
員
）

指
揮
者

団
員

本
名

大
輔

1
番
員

団
員

山
内

翔
吾

2
番
員

団
員

菅
家

豊

3
番
員

団
員

栗
城

浩
政

補

欠
副
班
長

五
十
嵐

敏
幸

吸
管
補
助
員

団
員

長
谷
川

洋

︻
消
防
庁
長
官
表
彰
︼

◎ 

永
年
勤
続
功
労
章

分
団
長

五
十
嵐

富
夫

副
分
団
長

栗
城

新
祐

副
分
団
長

馬
場

栄
三

︻
福
島
県
知
事
表
彰
︼

◎ 

精
勤
章

分
団
長

栗
城

三
市

◎ 

親
子
等
消
防
表
彰

団
員

本
名

敏
弥

団
員

本
名

寛
之

︻
日
本
消
防
協
会
長
表
彰
︼

◎ 

勤
続
章

団
員

五
十
嵐

賢
仁

団
員

齋
藤

正
雄

︻
福
島
県
消
防
協
会
長
表
彰
︼

◎ 

功
績
章

部
長

五
十
嵐

喜
久
男

◎ 

精
勤
章

副
分
団
長

五
十
嵐

伸

団
員

五
十
嵐

賢
仁

団
員

齋
藤

正
雄

◎ 

退
職
団
員
感
謝
状

元
分
団
長

本
名

茂

元
団
員

佐
々
木 

和
義

元
団
員

齋
藤

清
英

︻
福
島
県
消
防
協
会

会
津
坂
下
支
部
長
表
彰
︼

◎ 
功
労
章

分
団
長

馬
場

修
二

◎ 

精
勤
章

団
員

青
木

敏
一

団
員

五
十
嵐

雄
二

団
員

五
十
嵐

孝
博

団
員

齋
藤

宏
典

◎ 

勤
続
章

部
長

酒
井

友
規

団
員

猪
岐

敏
之

班
長

五
十
嵐

邦
明

団
員

羽
染

幸
隆

10
月 

2
日
、
姉
妹
都
市

で
あ
る
埼
玉
県
草
加
市
に
て

開
催
さ
れ
た
草
加
宿
場
ま
つ

り
に
、
昭
和
村
Ｐ
Ｒ
の
た
め

に
参
加
し
ま
し
た
。

議
員
の
皆
さ
ん
・
副
村

長
・
教
育
委
員
長
は
、
か
ら

む
ん
が
描
か
れ
た
は
っ
ぴ
を

着
て
、
草
加
市
内
の
パ
レ
ー

ド
に
参
加
し
ま
し
た
。

飲
食
出
店
ブ
ー
ス
に
は
野

尻
営
農
生
産
組
合
や
企
業
組

合
夢
空
間
昭
和
村
の
皆
さ
ん

が
、
昭
和
村
の
特
産
品
を
販

売
し
ま
し
た
。
味
お
こ
わ

や
、
き
の
こ
汁
な
ど
昭
和
村

な
ら
で
は
の
メ
ニ
ュ
ー
を
出

品
し
、
お
祭
り
の
参
加
者
を

惹
き
つ
け
て
い
ま
し
た
。

家
庭
バ
レ
ー
ボ
ー
ル

協

会

長

杯

▲草加市内を練り歩きました

9
月
25
日
、
昭
和
小
学
校

体
育
館
に
お
い
て
家
庭
バ

レ
ー
ボ
ー
ル
協
会
長
杯
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

地
区
別
で
全
７
チ
ー
ム
が

出
場
し
白
熱
し
た
試
合
が
繰

り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。
結
果

は
次
の
と
お
り
で
す
。

優
勝

小
中
津
川

準
優
勝

下
中
津
川
Ｂ

第
３
位

松
山
・
野
尻
・ 

中
向
Ａ ▲大人気の昭和村出店ブース
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良
い
仕
事
を
残
し
た
い

ジ
バ
タ
（
地
機
、機
織
り
機
）

は
、当
村
で
も
「
イ
ザ
リ
バ
タ
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
イ
ザ

リ
が
差
別
用
語
で
あ
る
と
い
う

配
慮
か
ら
使
用
さ
れ
な
く
な
っ

て
い
ま
す
が
、
新
潟
県
十
日
町

や
小
千
谷
市
等
で
は
文
化
財
指

定
を
「
イ
ザ
リ
バ
タ
」
で
行
い
、

現
在
も
昔
か
ら
の
呼
び
名
で
使

用
し
て
い
ま
す
。

下
中
津
川
字
宿
ノ
原
の
鈴
木

（
ち
か
し
、
昭
和
四
年
生
、

写
真
１
）
さ
ん
は
、
か
ら
む
し

を
織
る「
ジ
バ
タ
」「
タ
カ
ハ
タ
」

や
「
オ
ツ
ム
ギ
ワ
ク
」
の
製
作

を
六
〇
歳
か
ら
、
独
学
で
は
じ

め
ま
し
た
。
製
作
し
た
機
織
り

機
は
三
十
台
ほ
ど
、
糸
を
紡
ぐ

オ
ツ
ム
ギ
ワ
ク
は
十
三
台
ほ
ど

製
作
し
、
古
い
も
の
の
修
理
も

し
た
と
い
い
ま
す
。

残
念
な
が
ら
、
今
年
六
月

十
九
日
に
急
逝
さ
れ
ま
し
た
。

八
十
六
歳
で
し
た
。
地
域
の
皆

さ
ん
か
ら
は
「
ち
か
ば
ん
じ
ょ

（

番
匠
）」
と
呼
ば
れ
て
い
ま

し
た
。
番
匠
と
は
大
工
の
こ
と

で
す
。

  
昨
年
四
月
に
自
宅
を
訪
問
し

機
織
り
道
具
類
の
製
作
に
つ
い

て
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

タ
ミ
イ
夫
人
（
大
正
十
三
年

生
）、
相
模
原
市
の
娘
さ
ん
が

同
席
さ
れ
ま
し
た
。
名
刺
に
は

「
鈴
木
木
工
所

工
房
」
と
表

記
さ
れ
、
玄
関
に
あ
る
紫
色
の

フ
レ
ー
ム
の
押
し
車
に
も
「
鈴

木
木
工
所
」
と
書
か
れ
て
い
ま

し
た
。
居
間
に
は
お
孫
さ
ん
が

子
ど
も
の
こ
ろ
描
い
た
「
ち
か

ば
ん
じ
ょ
」
の
作
業
場
風
景
が

掲
額
さ
れ
て
い
ま
し
た
（
写
真

２
）。

父
親
は
セ
イ
ハ
ン
（
製
板
）

を
生
業
と
し
て
い
た
が
早
く
亡

く
な
る
。

さ
ん
は
昭
和
村
を

離
れ
て
戦
時
下
の
勤
労
動
員

で
、
東
京
の
工
場
で
旋
盤
工
と

し
て
働
き
、
製
図
も
す
る
よ
う

に
も
な
っ
た
そ
う
で
す
。
終
戦

と
な
り
帰
郷
。
戦
後
は
二
十
一

歳
の
時
に
下
中
津
川
気
多
渕
の

栗
城
市
喜
（
い
ち
き
）
番
匠
に

弟
子
入
り
し
大
工
と
な
り
、
そ

の
後
、
独
立
し
、
長
く
野
尻
の

工
務
店
に
勤
務
さ
れ
ま
し
た
。

定
年
退
職
し
て
か
ら
機
織
り
関

係
の
道
具
類
の
製
作
を
亡
く
な

る
直
前
ま
で
続
け
ま
し
た
。

昔
の
人
は
器
用
な
人
が
た
く

さ
ん
い
て
、
道
具
類
も
何
も
か

も
自
分
で
作
っ
た
の
だ
、
と
い

い
ま
す
。
村
内
に
は
昔
の
人
が

作
っ
た
機
織
り
道
具
が
た
く
さ

ん
あ
り
、
そ
れ
か
ら
図
面
を
起

こ
し
師
匠
（
手
本
）
と
し
た
。

〓

さ
ん
は
ジ
バ
タ
を
「
キ
カ

イ
（
機
械
）」
と
呼
び
ま
す
。

最
初
に
村
役
場
か
ら
織
姫
体

験
生
に
寄
贈
す
る
機
織
り
機
の

依
頼
が
あ
っ
て
、
キ
カ
イ
を
十

台
製
作
。こ
れ
は
、出
来
上
が
っ

て
か
ら
も
く
る
い
の
少
な
い
ベ

イ
マ
ツ
の
良
い
と
こ
ろ
だ
け
を

材
料
と
し
た
。
太
い
ホ
オ
ノ
キ

（
朴
）
の
真
っ
直
ぐ
で
良
い
と

こ
ろ
を
昔
は
使
っ
た
。
緯
（
よ

こ
）
糸
を
通
し
打
ち
込
む
ヒ

（
杼
）
は
、
堅
い
ナ
シ
ノ
キ
が

昔
は
多
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。

そ
し
て
機
織
り
の
時
の
コ
シ
イ

タ
（
写
真
３
）
は
、
か
つ
て
は

数
年
乾
燥
さ
せ
た
ケ
ヤ
キ
の
柾

目
の
も
の
で
曲
げ
て
製
作
し
た

が
、
古
く
は
ケ
ヤ
キ
の
剥
が
れ

る
外
皮
を
曲
が
っ
た
ま
ま
利
用

し
た
。
良
い
材
料
に
こ
だ
わ
っ

て
製
作
し
な
い
と
百
年
を
越
え

て
持
つ
よ
う
な
道
具
に
は
な
ら

な
い
。
昔
の
道
具
が
い
ま
も
使

用
に
耐
え
る
の
は
良
い
材
料
を

選
ん
で
製
作
さ
れ
た
か
ら
だ
、

と
い
い
ま
す
。
産
地
と
は
、
そ

の
仕
事
を
支
え
る
道
具
の
製
作

者
が
域
内
に
い
る
こ
と
と
、
そ

う
し
た
目
立
た
ぬ
人
々
を
尊
敬

で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
が
あ
る

こ
と
が
、
最
低
の
条
件
で
す
。

望
陀
布
の
復
元

千
葉
県
袖
ケ
浦
（
そ
で
が
う

ら
）
市
の
郷
土
博
物
館
の
平
成

九
年
の
展
示
会
の
た
め
の
通
常

の
二
倍
の
幅
の
カ
ラ
ム
シ
の
布

の
依
頼
が
あ
り
、
通
常
の
機
織

り
機
で
は
無
理
な
の
で
、
さ

ん
は
ジ
バ
タ
を
幅
広
く
改
良
し

ま
す
。
織
り
手
は
、
当
時
村
内

に
住
ん
で
い
た
織
姫
体
験
生
を

卒
業
さ
れ
た
女
性
。
ヒ
も
一

メ
ー
ト
ル
二
十
二
セ
ン
チ
あ
り

ま
す
。
通
常
の
ヒ
は
長
さ
は

六
十
五
セ
ン
チ
ほ
ど
で
す
。

こ
れ
は
現
在
の
袖
ケ
浦
一
帯

は
か
つ
て「
望
陀（
も
う
だ
）郡
」

と
よ
ば
れ
、
こ
う
し
た
幅
広
の

布
が
織
ら
れ
た
と
す
る
古
代
の

記
録
か
ら
の
復
元
に
よ
る
も
の

で
す
。

復
元
布
を
織
り
始
め
た
が
、

長
い
ヒ
が
軽
い
、
重
い
材
質
の

も
の
制
作
し
て
ほ
し
い
と
、
織

り
手
か
ら
要
望
が
あ
っ
た
の

で
、
オ
ン
ノ
レ
（
オ
ノ
オ
レ
カ

ン
バ
）
で
ヒ
を
製
作
し
、
そ
れ

で
織
り
上
げ
た
。

今
年
九
月
か
ら
十
一
月

二
十
三
日
ま
で
、「
植
物
か
ら

糸
や
布
へ

カ
ラ
ム
シ

ア
サ

モ
メ
ン
」
と
い
う
特
別
展
が

袖
ケ
浦
市
郷
土
博
物
館
で
開
催

さ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
十
月
八

日
に
訪
問
し
、
さ
ん
の
機
織

り
機
械
に
よ
り
生
ま
れ
た
「
望

陀
布
（
復
元
）」
を
実
見
し
て

き
ま
し
た
。

【連
載
】
新
史
料
紹
介

昭
和
村
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
長

菅
家

博
昭

（大
岐
）

野
尻
組
の
「麻
」
「か
ら
む
し
」
～
第
３５
回
～

▶
（
写
真
１
）
鈴
木
〓

さ
ん

▲（写真２） 絵：鈴木木工所工房

▶
（
写
真
３
）
コ
シ
イ
タ

〓

〓

〓

〓

〓
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企画展「糸から布へ」応用編では「ムシロ機」も紹介しています。
こんなに単純な作りなのに、ちゃんと「機」です。杼は、杼であると同時に綜絖でもあり、筬でも
あるという、なんと１部品３役の優れもの！これを考えた人は、すごいです。
ムシロ機やその部品、そして製品を展示しています。ムシロとゴザの違い、小ガマスのかわいい杼
など、ムシロの世界を見に来てください。使い込んだ道具は美しいほど光っています。写真で見る
パラパラ動画もあります！

企画展「糸から布へ」 応用編「日本の伝統技術」
休館日：１１月３０日（水）までは無休

       １２月１日以降は冬期休館あり、要問い合わせ
【お問い合わせ】 からむし工芸博物館 吉田 ☎ 58-1677

からむし工芸博物館だより

白色申告決算説明会について
事業所得等を有する全ての住民税及び所得税の白色申告者について、平成 26 年度 1月から
帳簿の記帳及び保存が義務付けされました。
昭和村では、税務署と共同で、記帳と帳簿書類の保存制度の概要や平成28年度分の確定申告に当たっての、
決算の仕方等を説明する「決算説明会」を実施します。
※対象となる方
事業所得（農業所得を含む）、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方

月 日 時 間 場 所

平成２８年１２月５日（月） １４時～１５時３０分 会津若松市役所河東支所
２階「大会議室」

平成２８年１２月６日（火）
１０時～１１時３０分 会津若松市民文化センター

「展示室兼会議室」

１４時～１５時３０分 会津坂下町下町中央公民館
２階「大会議室」

休眠会社・法人の整理のお知らせ
法務局では、休眠会社・法人の整理作業を

行います。

休眠会社・法人とは
①最後の登記から１２年を経過している株式会社
（特例有限会社は含まれません）

②最後の登記から５年を経過している
一般社団法人又は一般財団法人

（公益社団法人及び公益財団法人を含みます）

平成２８年度１０月１３日（木）付けで法
務大臣による官報公告が行われ、平成２８年
１２月１３日（火）までに「まだ事業を廃止
していない」旨の届け出又は登記の申請をし
ない限り、解散したものとみなされ、登記官
が職権で解散の登記をします。
なお、御不明な点は、法務省ホームページ
(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html)
をご覧いただくか、福島地方法務局法人登記
部門 (024-534-1904) までお問い合わせくだ
さい。

調 停 相 談 会
相続・遺産分割、離婚、扶養等家庭内の問題、
多重債務、土地・建物の紛争、交通事故に
よる損害賠償等の問題など

困っていることがありましたら気軽にお
出かけください。相談会では裁判所で実際
に調停に携わっている調停委員が相談に当
たります。

１．とき 平成 28 年 11 月 23 日（水）
午前9:30～午後6:30(6:00受付終了)

２．ところ 会津若松市文化センター
（☎ 0242-26-6661）

３．費用 無料
４．申込み方法 当日会場で受付

（午後 6 時まで）
５．問い合わせ先

福島地方裁判所会津若松支部庶務課
（☎ 0242-26-5725）

※ご相談内容は外部に漏れることはありま
せん。安心してご相談ください。












